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☆［春宵一刻］ブラーマグプタと数値解析 ⑽☆ドワンゴvs.ＦＣ２事件の知財高裁判決を考慮した権利化実務 ⑴

１．はじめに
ネットワーク型システムの発明（１台または複数台

のコンピュータで実現可能なコンピュータシステムの
発明。以下、単に「システム発明」と記載する。）には、
その特許権の行使が否定され得る３つの問題、複数主
体問題、域外適用問題、および「業として」問題がある。

これらの問題を容易に回避して行使できる特許権
を取得することが特許出願の代理人としての腕の見

せどころであり、今まで多くの時間を掛けて調査研
究し実務において試行錯誤してきたが、未だに明快
な答えが得られていない。

これらの問題が争点になった裁判例が幾つか見られ
たが、いずれも、これらの問題の解決には至っていない。

このような状況の中、ドワンゴとＦＣ２らとが争う
２件の事件（ドワンゴvs.ＦＣ２事件）の知財高裁判決
が令和４年７月、令和５年５月にそれぞれ言い渡さ
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